
　　退職日が属する年（年度ではない）

勤続期間が5年以下の場合は必ず記入すること
勤続期間が6年以上の場合は記入しないこと

※会計年度任用職員
　退職した月の出勤日数が職員みなし日数に満たない場合は、
①の年月日と③至の年月日が異なる（①：退職日　③至：退職した月の前月末日）

該当する場合は必ず記入

個人番号について給与支払者に提出済みの個人番号と相違ない　　　　確認済み

必ず両方記入
給与支払者が記入

退職者が記入

(1)

(2)

(3)

(4)

別紙４
(5)




